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身寄りのない方の生前準備
～お一人様の終活とその支援 講師紹介

講師紹介①

 昭和51年9月10日 群馬県前橋市にて出生

 父の仕事の都合で、高校まで5回の転勤（群馬、京都、札幌、福島、室蘭等）

 平成7年 埼玉大学教養学部文化人類学科に進学

 平成11年 卒業と同時に司法試験の勉強を開始

 平成19年 北海道大学ロースクール進学

 平成22年 司法試験合格，東京から福岡まで自転車で走破

 平成23年 弁護士登録 札幌弁護士会所属

 平成26年 琴似あかつき法律事務所立ち上げ

現在は弁護士6年目

講師紹介②

 所属委員会

①高齢者障害者支援委員会

②研修委員会

 講義・講演

平成27年 マリッジカウンセリングセンター 遺言・少年事件

平成28年 奈井江町市民後見講座（民法の基礎）

平成29年 社会福祉士会成年後見人養成支部委託研修（家族法）

平成29年 北海道手話通訳士会「差別解消法で社会は変わったか」

 その他

三角山放送局 琴似弁護士カフェ
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本日の講義内容

本日の講義内容
第１ お一人様の難しいところ

１ お一人様とは

２ お一人様の難しさ

第２ 成年期・老年期の問題点と対策

１ 病気や怪我の問題

２ 財産管理の問題

３ 対策

第３ 死亡後の問題点と対策

１ 死後に必要となる手続き

２ 葬式・お墓等に関する問題と対策

３ 相続に関する問題と対策

 相続人不存在の場合の処理

 仮に相続人が見つかった場合

 遺言の書き方

 生命保険の活用

 家族信託とは

第１ お一人様の難しいところ
１ お一人様（身寄りのない方）とは

⑴ 使われ方

色々な意味で使われている。

 結婚していない方（相続人はいる）

 結婚せず，相続人もいない方

 相続人とは…？

 結婚歴はあるが，現在は配偶者も子供もいない方

などなど

⑵ 本講義での「お一人様」（身寄りのない方）

支援に入った時点において，同居の親族も相続人もいない方，をいう。

上記以外の意味で使用する場合には，その都度説明します。

第１ お一人様の難しいところ
２ ライフステージ

⑴ モデル図
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第１ お一人様の難しいところ
⑵ お一人様だと…？

①生前に頼る人がいない

②死後の財産の整理等ができない

 ＮＨＫクローズアップ現代（ 2016年5月24日(火)放送）

～おひとりさまピンチ! 身元保証人がいない

 ＮＨＫクローズアップ現代（2016年9月21日(水)放送）

～あなたの遺骨はどこへ ～広がる“ゼロ葬”の衝撃～

⇒本講義では，成年期・老年期，死亡（相続の問題），についてお話します。

成年期・老年期の問題点
と対策

成年期・老年期の問題点と対策
１ 怪我や病気の問題と対策

Ｑ 私は，札幌で生まれ育ちましたが，両親が早くに死亡し，学費などは両親の残してくれた保険金で賄い
ました。親族などとは，ほとんど交流はありません。

就職して長年，会社員として頑張り，そろそろ退職かと思った矢先に，道路を歩いていたところ交通事
故に遭い，下半身が不随になる後遺症が残りました。

Ａ 各種手続きについて専門家の関与が必要

１ 入院・手術

意思能力あり→自分で契約可能，手帳・障害年金の取得（ＭＳＷ），相談支援事業所

２ 相手方に対する損害賠償請求

相手方が任意保険に加入しているか否かによって対応が変わる

任意保険加入→まず保険会社と交渉，任意保険未加入→相手方と交渉

３ 今後の財産管理等

自己管理

第三者による管理…（①成年後見制度）（意思能力に問題はないため。ただし高次脳機能障害）

②財産管理支援（弁護士会）

③日常生活支援事業（社協）

成年期・老年期の問題点と対策
Ｑ 私の家系はガンでなくなる者が多かったのですが，父が亡くなるとき，とても苦しん
でいるのを見て，恐ろしくなりました。父は，いわゆる延命治療を受け，胃ろうを造設
するなどしていたのですが，私は，そのようなことはせずに，自然に任せて死んでいき
たいのです。

今は，尊厳死とか安楽死といった言葉がありますが，私の希望する死に方はどのよう
なものでしょうか。

Ａ 尊厳死・安楽死・平穏死 （日本尊厳死協会）

尊厳死…不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばす
ためだけの延命措置を断わり、自然の経過のまま受け入れる死のこと

安楽死…医師など第三者が薬物などを使って患者の死期を積極的に早めること

平穏死…加齢による老衰・認知症で口から食物を食べることができなくなって回復が
望めない場合，胃ろうなどの延命措置はせず，自然で安らかな死を迎える
こと（特に高齢者を対象にしている）

⇒リビングウィル（日本尊厳死協会）(札幌にも支部がある）

ただし，法律の根拠はない（憲法13条 幸福追求権）

公正証書，エンディングノート等で意思を表示しておくやり方もある

ただし，どのように保管しておくかは問題（後述（横須賀市））

市社協向け財産管理文書.pdf
日常生活支援事業（金銭管理，社協）.pdf
sengensyo.gif
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成年期・老年期の問題点と対策
２ 財産管理の問題と対策

Ｑ 私は，両親が早くに死亡し，施設で生活しておりましたが，就職を機会に
引っ越しをしました。ところが，引っ越し先がうるさかったり雨漏りがした
りとトラブル続きだったので，再度，引っ越しをしようと思い，アパートを
探しました。しかし，入居希望のアパートから身元保証人や連帯保証人がい
なければ入居できないと断られてしまいました。どうしたらよいでしょうか。

Ａ 具体的対応

①希望アパートへの入居

 家賃保証会社の利用を検討

 身元保証サービス（日本ライフ協会…破産手続開始）

②他アパートへ

 身元保証・連帯保証不要

 家賃保証会社，身元保証サービス

成年期・老年期の問題点と対策
Ｑ 私は，特に結婚願望もなかったので，一人で過ごしてきましたが，60歳を
超えると，あちこち体も痛くなり，無理もきかないようになってきました。
仮に，倒れたりした場合，一人で生活するのは大変です。そこで，老後の住
まいについて，私にはどのような選択肢があるのか教えて頂きたいです。

Ａ 老後の住まい

⑴ 自宅

リフォームの問題（介護保険利用可能（住宅改修費支給制度））

居宅関係の介護保険サービス

介護保険サービス以外のサービス

 ふれあいサービス事業（社協）（札幌では「ほっ・とプラザ」）

 シルバー人材センター

⑵ 高齢者住宅

①有料老人ホーム（介護付き，住宅型，健康型）

②サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）

成年期・老年期の問題点と対策
⑶ 介護施設

①特別養護老人ホーム（特養）

②介護老人保健施設（老健）

③介護療養型医療施設

④認知症グループホーム

成年期・老年期の問題点と対策
Ｑ 私は，妻と離婚した後は一人で生活してきました。子供もいなかったので
気ままに生活してきましたが，自宅の住宅ローンだけはしっかりと払ってき
ました。

自営業でやってきましたが，体調を崩し，今はもう働いておりません。

質素に生活してきたのですが，気が付くと預貯金がかなり減っており，老
後が心配になってきました。自宅は，離婚でも手放さずにローンを払い終
わったので，このまま，住み慣れた家で暮らしていきたいです。どうしたら
よいでしょうか。

Ａ リバースモーゲージの利用

リバースモーゲージとは…高齢者の方を対象に、土地や持ち家などの不動産
を担保として生活に必要な資金を貸し付ける制度（札幌市社協）

北海道社会福祉協議会，北洋銀行，北海道銀行，など

ほっ・とプラザ　サービス内容のご案内 _ 社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会.pdf
【公益社団法人　札幌市シルバー人材センター】.pdf
kashituke_annnai.pdf
ほくようリバースモーゲージ｜住宅ローン｜北洋銀行.pdf
道銀活用型リバースモーゲージローン _ 北海道銀行.pdf
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成年期・老年期の問題と対策
Q 葬儀に備えて積み立てをしていましたが，最近は葬儀社に直接頼んだほうが安いようなので，解
約しようと思いました。

ところが，契約書には，解約の場合には積立額の2割の解約手数料がかかると記載されていました。

実際にサービスを受けていないのに，高額の解約手数料を取られるのは納得いきません。私は解
約手数料を支払わなければならないのでしょうか。

Ａ 解約条項の有効性

→消費者契約法9条1項

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これら
を合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約
と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超え
る部分

平成23年12月13日京都地裁判決

 月掛け金1回の振り替えごとに要する振替費用58円が平均的な損害にあたるとして，これを超える限
度で解約条項は不当条項にあたり，無効とした。

平成25年1月25日大阪高裁判決

 上記判決の控訴審。判断は同じ。

成年期・老年期の問題と対策
Ｑ 私は独り身で付き合いのある親族などもおりません。両親の墓はあるので
すが，私が亡くなったあと，墓の継ぐものもいないので，私が生きているう
ちに墓じまいをしてしまおうと思います。

どのような手続きをとればよいでしょうか。

Ａ 下記の手続きが必要

⑴ お寺にお話し

墓石の撤去，離檀料，納骨量，抜魂料，

⑵ 遺骨の行き先について検討

①お寺に永代供養をお願いする

→費用の問題（1体50万円前後か…？）

②市営墓地の合同葬

→費用が安い(札幌平岸霊園9100円，小樽市営中央墓地等）

⑶ 改葬許可証の取得（生活環境課墓園管理係）

⑷ 各種手続き（魂抜き，墓石撤去，永代供養，各種支払関係，届け出）

成年期・老年期の問題点と対策
３ 身上監護・財産管理についての対策

⑴ 身上監護に関する対策

 もともと何らかの障害を有しているような場合

法定後見制度の利用

 突発的な事故・認知症の発症等に対して備えることができるのか？

任意後見契約の利用

 判断能力を有しているうちから，身上監護を第三者に任せたい

委任契約の利用

⑵ 財産管理に関する対策

 もともと何らかの障害を有している場合

法定後見制度の利用

 突発的な事故・認知症の発症等に対する備え

任意後見契約の利用

（家族信託・民事信託の利用）

 判断能力を有している段階から，財産管理を第三者に任せたい

委任契約（財産管理契約）

（家族信託・民事信託の利用）

死亡後の問題点と対策

市営霊園の概要／札幌市.pdf
改葬（埋蔵場所の変更）／札幌市.pdf
委任及び任意後見契約（松戸公証役場）.pdf
委任及び任意後見契約（松戸公証役場）.pdf
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死亡後の問題点と対策
１ 死後に必要となる手続き
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死亡後の問題点と対策
２ お一人様が亡くなった場合

①葬儀・法要

②届出・手続

③財産関係

④税金

３ いくつかのモデルケース（葬儀について）

⑴ 病院にて死亡

 病院が札幌市（区保健福祉課）に連絡

死亡者の身元確認・相続人の探索

葬祭業者が死体の引取り・火葬

遺骨の保管（平岸霊園納骨堂）

遺骨の埋葬（平岸霊園合同納骨塚）

これらを誰が行うのか…？

死亡後の問題点と対策
⑵ 施設にて死亡

 医師に死亡確認→死亡診断書（これがないと動けない）

 死亡届→火葬許可証，札幌市（区保健福祉課）に連絡

 以下は病院の場合と同じ

⑶ 自宅にて死亡

 誰かが発見（福祉関係，債権者，配食業者，新聞等）

 警察・札幌市（区保健福祉課）に連絡

 以下，病院と同じ

⑷ 財産関係の処理は…？

 積極財産（預貯金，不動産等）

 消極財産（借金等）

 相続財産管理人選任申立（債権者によることが多い。マンション管
理組合等）（ただし，財産がないことが明らかである場合には申立
がなされないことがほとんど）

死亡後の問題点と対策
４ 対策

⑴ 問題点

上記のとおり，法律上は身寄りのない方の死後の後始末は札幌市にて行うこと
となっているが，実際には，事実上，関与者が手続きを行っていることも多い。
また，財産関係の整理は，札幌市は基本的に行わない。

事前に，事後事務を行う人を決めておくことはできないか？

⑵ 対策

ア 葬儀・法要

死後事務委任契約のみ

（死後事務委任契約においては，遺言に抵触する内容を定めることはできない
と解されている。）

イ 財産関係

ａ.遺言のみ

ｂ.任意後見契約のみ

ｃ.法定後見

ウ 財産関係+葬儀・法要

遺言+任意後見契約+死後事務委任契約

身元不明遺体、行旅（こうりょ）死亡人取扱事務について　FAQ詳細.pdf
死後事務委任公正証書（松戸公証役場）.pdf
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死亡後の問題点と対策
⑶ どうしても心配な人は…？
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委任契約
（財産管理・身上監護）

任意後見契約
（財産管理・
身上監護）

遺言執行（㋒）

死後事務委任契約
（㋐，㋑）

㋐葬儀・法要
㋑届出手続
㋒財産関係
（㋓税金）

死亡後の問題点と対策
５ 細かい問題点

 遺言の種類，手続き，内容の定め方，遺言執行者

 相続人はいるが所在不明の場合…不在者財産管理人

 相続人不存在…相続財産管理人選任の手続き（申立人，予納金，流れ等）

 法定成年後見人がついているケースで，被後見人が死亡した場合

（相続人不存在または関与拒否）

 生命保険信託，民事信託（家族信託）

 死後事務委任・身元保証を行っているＮＰＯ法人等の問題

６ 今後の課題

公的な支援の必要性

横須賀市 「エンディングプラン・サポート事業」

７ 最後に

お一人様の多くは，漠然とした不安をもっており，また，それらの人を支援する方々もこの方が亡く
なった後は一体どうなってしまうのか，先の見えない不安があると思います。この講義が，先を見通す
目印となり，少しでも皆さんのお力になれば幸いです。そして，ご本人の実り豊かな生活の一助となれ
ば嬉しく思います。

「エンディングプラン・サポート事業」を開始します。（市長記者会見）（2015年6月19日）｜横須賀市.pdf

